
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人山本政喜、同田井純、同藤井彦一郎の上告理由について。

　論旨は、要するに、原審が、上告人主張の事実はすべて確定判決の既判力に牴触

するものであり、たとえ確定判決が第三者を害する意図のもとに当事者間の通謀に

より裁判所を欺罔して取得されたものであるとしても、これに基づく強制執行に対

し請求異議の訴をもつてその執行の不許を求めることは許されない、と判断したの

は、法律の解釈を誤り判例に違反するというのである。

　しかしながら、確定判決に既判力を認めた法律の趣旨は、判決に接着する事実審

の口頭弁論終結時を標準時として訴訟当事者間の権利関係を確定し、それ以前に存

した事実を理由として右判決の内容を争うことを許さないこととし、よつて前記確

定された権利関係につき法的安定をはかるにあるのであつて、現行民訴法は、右確

定判決に重大な瑕疵が存する場合においても、それが同法四二〇条一項に列挙する

事項に該当する場合にかぎり、かつ法定の制限のもとに、再審の訴をもつてのみ、

右確定判決を取り消すことを許容し、もつて、救済をはかつているにすぎないので

ある。したがつて、判決が確定した以上、その判決の成立過程における当事者の訴

訟活動の背後に所論のような意図目的が存し、あるいは、右判決が、専ら第三者の

権利を害することのみを目的として、当事者の通謀による架空の事実の主張により、

裁判所を欺罔して取得された等、所論の事実が存する場合においても、当事者の右

行為が民法七〇九条の不法行為を構成するかどうかは別論として、確定判決が既判

力・執行力を生じないと解すべきものではない。

　そして、請求異議の訴は、債務名義に表示された請求権と現在の実体的法律状態
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との不一致を理由に、当該債務名義のもつ執行力の排除を目的とするものであつて、

債務名義が確定判決である場合には、請求権の成立は既判力によつて確定されてい

るのであるから、既判力の標準時以前に遡つてこれを争い、所論のような事実が存

することを理由に、請求異議の訴により前記執行力の排除を求めることは許されな

いと解するのが相当である。もつとも、既判力の標準時以後に生じた事情変更によ

り、判決において確定された請求権の行使が権利濫用に該当するにいたる場合があ

りうるものとし、かかる場合には当該請求権の行使が制限される結果、請求異議の

訴により、右確定判決の執行力を排除できると解することが許されるか否かについ

ては、見解の分れるところであろう。しかしながら、上告人が原審において主張す

るところは、要するに、「本件建物敷地の賃貸人であつた被上告人は、敷地賃借人

であり地上建物所有者・抵当権設定者たる訴外Ｄと通謀し、仮装的に訴外Ｄの右敷

地賃借権を消滅せしめ、地上建物所有権が右抵当権実行により競落人たる第三者に

帰属しても、その利用を不可能ならしめることによつて、右建物の競落を事実上妨

害しようと企図し、所論の経緯および方法により訴外Ｄに対する本件建物収去土地

明渡の確定判決を取得し、その後において右確定判決の存在を知らずに地上建物を

競落した上告人に対し、本件強制執行に及んだ。」というのであつて、上告人が権

利濫用として主張する事実のうち、前記確定判決に接着する口頭弁論終結後に生じ

た事情変更は、単に上告人が右判決の存在を知らずに本件建物を競落し、その収去

を強制されれば損害を蒙るというにすぎず、かゝる事情のみによつては前記確定さ

れた本件建物収去土地明渡請求権の行使が権利濫用に該当するにいたると解するこ

とはできないし、その余の上告人主張事実はいずれも前記口頭弁論終結以前に生じ

た事由であつて、前記理由により請求異議理由として主張することは許されないと

ころである。したがつて、仮に、口頭弁論終結後に生じた事情変更により、判決に

より確定された請求権の行使が制約をうけ、請求異議の訴を提起できる場合があり

- 2 -



うると解すべきものとしても、本件において上告人が主張する事実は、前記理由に

より請求異議の理由に該当しないものと解するのが相当である。

　よつて、右と同趣旨の見解のもとに、上告人主張の事実はいずれも請求異議理由

に該当しないとした原審の判断は正当である。所論は独自の見解に基づき原判決を

非難するものであつて、原判決に所論の違法は存しない。なお、所論指摘の判例は、

いずれも特異な事案について示された見解であつて、本件と事案を異にし本件に適

切でない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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